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説 明 

３．令和７年度薬価改定について③ 

 ～ 論点整理～ 

  

 

  

 続きまして、資料「薬－３」をご覧ください。こちらは、令和７年度薬価改定の

論点整理でございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 ２ページ目をご覧ください。 

 

 総論と各論を、今までのご意見を踏まえ、資料にまとめたものでございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 おめくりいただきまして、まず総論からご説明をいたします。 

 

 ４ページをご覧ください。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 現状について、まず診療報酬改定がない年の薬価改定につきましては、令和６年

度の薬価制度改革の骨子において、 

 

「薬価改定の在り方については、引き続き検討することとし、令和６年度速やか

に議論を開始すること」 

 

としておりまして、７月より議論を行ったところでございます。 

 

 また、令和５年度の薬価改定につきましても、結果もまとめております。 

 

 薬価調査につきましては、今回は令和２年のときと同様に「一定率で抽出された

医薬品卸売販売業者の営業所等」を対象としており、通常の薬価改定とは異なって

いるところでございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 ５ページ目。 

 

 こちらは平成 28年の４大臣合意に基づく基本方針となっております。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 ６ページ目は「骨太方針 2024」でございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 ７ページ目は、これまでの診療報酬改定がない年の薬価改定に関する骨子の記載

でございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 ８ページ目。 

 

 こちらは、令和６年の薬価調査の概要でございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 ９ページ目。 

 

 こちらが、診療報酬改定がない年の薬価改定に関しまして、中医協における 

「これまでの主な意見」を示しております。 

 

 また、業界ヒアリングで触れられている事項につきましては、「ヒアリングでの主

な意見」としてまとめております。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 10ページ目。 

  

 総論の論点といたしまして、 

  

 診療報酬改定がない年の薬価改定、特に令和７年度の薬価改定について、どのよ

うに考えるか。 

  

 ということをお示ししております。 

  

  

http://chuikyo.news/


 

 

©  

 

26 

 

  

  

 続きまして、11枚目でございます。 

 

 各論でございます。 

 

 まず、（１）改定の対象範囲でございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 12ページをご覧ください。こちらに現状をまとめております。 

 

 １ポツ目。平成 28年の基本方針では、薬価（ママ）乖離の大きな品目について 

薬価改定を行う。 

 

 平成 29年の骨子では、「国民負担の軽減の観点から、できる限り広くすることが

適当」とされております。 

 

 ２ポツ目ですが、前回の改定の際には、平均乖離率の 0.625倍を超えるものを 

「価格乖離の大きな品目」としております。 

 

 ３ポツ目は、骨太の記載を抜粋したものでございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 13ページ目。 

 

 こちらが、前回の中間年改定である令和５年度の結果の概要でございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 14ページ目。 

 

 こちらは参考でございますが、直近の薬価調査データである令和６年度薬価改定

で用いました薬価調査のデータ、こちらに基づいて分析したものでございます。 

 

 仮に前回の中間年改定と同様に、平均乖離率の 0.625倍を超える品目を改定対象

とした場合に、どのような影響になるかということを、「新薬」「長期収載品」「後発

品」「その他の品目」ごとに示したものでございます。 

 

 改定対象の範囲のところでございますが、水色のグラフで示している範囲が対象

になるということでございます。 

  

http://chuikyo.news/
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 目印についてでございますが、 

  

 ・ひし形が平均乖離率。 

 ・楕円が平均乖離率の 0.75倍。 

 ・星形が 0.66倍。 

 ・三角が平均乖離率の 0.5倍 

  

 の所に目印を付しております。 

 

 例えば、長期収載品では 0.625倍の所で、前回の中間年改定と同様に８割を超え

る品目が対象となっております。 

 

 また、新薬と、そのうち新薬創出等加算の対象品目につきましては、この乖離率

によってかなりの影響の幅が広がっているということが示されております。 

 

 今年度の薬価調査の速報値では平均乖離率が 5.2％でしたので、これの 0.625 倍

としますと、乖離率が約 3.25％となるものでございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 15ページをご覧ください。 

 

 改定の対象範囲に関する、これまでの主な意見をまとめております。 

 

 また、関連する論点につきましては、最後にまとめて示しております。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 おめくりいただきまして、 

  

 次は、（２）適用する既収載品目の算定ルールについてでございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 17ページ目。現状についてでございます。 

 

 適用する算定ルールにつきましては、令和３年度薬価改定では、実勢価改定に 

連動し、その影響を補正するものが適用されております。 

 

 令和５年度薬価改定では、実勢価改定に連動して、その影響を補正するものに加

え、 

 

急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するため、不採算品再算定について

臨時・特例的に全品目を対象に適用するとともに、 

  

 イノベーションに配慮する観点から、新薬創出等加算の加算額を臨時・特例的に

増額し、従前の薬価と遜色ない水準とする対応を行っております。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 18ページ目。 

 

 こちらは、令和３年度・令和５年度の薬価改定で適用したルールを示しておりま

す。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 19ページ目は、ルールに関する「これまでの主な意見」を列挙しております。 

  

  

http://chuikyo.news/


 

 

©  

 

36 

 

  

  

 おめくりいただきまして、各論の（３）その他でございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 21ページ目。現状でございます。 

 

 まず、毎年薬価改定が行われることで、２年に１度の薬価改定と比較しまして、

２倍のスピードで価格が下がっているという意見がございました。 

 

 また、薬価に対する医薬品の原薬等の調達コストは、円安・物価高騰等の影響に

より引き続き増加しているものの、不採算品再算定によって一定程度対応を行って

まいりました。 

 

 また、安定供給に関するご意見が中医協の中でも出ておりましたが、供給不安を

解消するために、供給不安品目の増産や品質管理体制の強化などが行われたことで、

限定出荷等となっている医薬品の割合も４分の１程度から５分の１程度となって

きております。 

 

 その一方で、20円未満の低薬価の医薬品の多くが限定出荷となっている状況も報

告されています。 

http://chuikyo.news/
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 このほかにも、自発的、あるいは国による増産要請に伴い、増産を行った医薬品

もございました。 

 

 薬価改定を巡りましては、このような安定供給の確保のほか、 

 

新薬のイノベーション評価や 

長期収載品の薬価改定、 

流通への影響等も関連する課題として挙げられております。 

  

  

http://chuikyo.news/


 

 

©  

 

39 

 

  

  

 22ページは、物価関連指数の動向について示したものでございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 23ページは、医療用医薬品の限定出荷・供給停止の状況の推移でございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 24ページは、乖離率の推移を示したものでございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 25ページは、昨年実施いたしました鎮咳薬・去痰薬（の安定供給）に向けた緊急

対応についてでございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 26ページ。 

 

 こちらは、先月 22日に閣議決定されました総合経済対策の抜粋でございます。 

 

 赤字で示しておりますが、 

 

「後発医薬品の安定供給に向けては、少量多品目生産の非効率な生産体制の解消

に向けて計画的に生産性向上に取り組む企業に対する支援」や、 

  

 「足元の供給不安については、必要な医薬品の増産体制を整える企業に緊急支援

を行う」ことが記載しております。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 27 ページは、「後発医薬品の産業構造改革のための支援事業」に関する補正予算

の内容でございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 28ページは、「医薬品安定供給体制緊急整備事業」に関する補正予算の内容で 

ございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 29ページは、前回お示ししました企業の評価指標の評価方法について示したもの

でございます。 

 

 １ポツの情報公表に関する指標につきましては、当然なされるべき内容であるこ

とから、公表されていない場合はマイナスとなる指標としております。 

 

 一方、２ポツの「後発品の安定供給のための予備対応力の確保」につきましては、

しっかりと対応している企業に対してプラスとなるような指標となっております。 

 

 最後に、「製造販売する後発品の供給実績」につきましては、製造計画を下回って

供給する場合にはマイナスとなるような指標としております。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 30ページは、企業指標の評価方法の続きであり、既に実施されているものですが、 

  

 赤字で示しておりますとおり、現在、医政局で検討しておりますとおり、 

  

 「少量多品目構造の解消に資する品目統合により経過措置となったことが確認で

きた品目」につきましては、計算時に除外することとしたことを明記しております。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 31ページは、前回薬価専門部会の論点にもお示ししたものでございますが、少量

多品目構造の適正化を評価する指標として検討しているものの案をお付けしてお

ります。 

 

 一番下でございますが、内容といたしまして、製造販売業者が製造販売する後発

品につきまして、シェアが３％以下の品目の占める割合に応じてマイナス評価とす

るものでございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 32ページをご覧ください。 

 

 「その他」に関する主な意見をまとめてお示ししております。 

 

 まずは、不採算品再算定に関するご意見を示しております。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 33ページは、後発品企業指標について。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 おめくりいただきまして、34ページも同じく後発品企業指標について、まとめて

おります。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 35ページにお進みいただき、（４）各論に関する論点についてでございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 最後、36ページ目でございますが、論点は５つございます。 

 

 １つ目。改定対象範囲について、前回の診療報酬改定のない年の薬価改定となる

令和５年度薬価改定では「平均乖離率の 0.625倍」を超えるものを対象としており

ましたが、今回はどのように考えるのか。 

  

 ２つ目。適用する既収載品目の算定ルールについて、令和元年の消費税改定と令

和３年度の薬価改定では、実勢価の改定と連動して、その影響を補正するものを適

用し、令和５年度薬価改定では、実勢価改定と連動するルールのほか、不採算品再

算定等を適用したが、今回はどのように考えるか。 

  

 ３つ目。毎年の薬価改定によるイノベーション推進への影響、原材料等の高騰や

インフレ下による影響が生じているという意見がある中、一方で薬価の乖離が引き

続き生じていることを踏まえ、薬価の観点から対応すべきことについて、どのよう

に考えるのか。 

  

http://chuikyo.news/
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 また、その際、適用する既収載品目の算定ルールとの関係について、どのように

考えるのか。 

  

 ４つ目。上記のほか、少量多品目構造の解消のため、薬価制度において取るべき

対応について、どのように考えるのか。 

 

 ５つ目。令和７年度薬価改定を検討するにあたり、これまでの薬価専門部会での

意見等を踏まえ、このほかに留意するべきことがあるかどうか。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 以降は、37ページ以降は参考資料となりますので、説明は割愛させていただきま

す。 

  

http://chuikyo.news/
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 「薬－３」の資料は以上となります。ご審議よろしくお願いいたします。 

  

〇安川文朗部会長（京都女子大学データサイエンス学部教授） 

 はい、ありがとうございました。 

  

http://chuikyo.news/

